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第１章 計画の目的 

 

１ 計画策定の目的 

 

市では、耐震強度が不足している市庁舎の耐震化を図るため、平成 29 年 5 月に建替えする方

針を決定しました。 

この基本計画は、新庁舎建設に当たっての基本的な事項をまとめたものであり、今後引き続き

進められる基本設計、実施設計を行う際の指針となるものです。 
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２ 計画の位置付け 

   

本計画は、新庁舎建設を進めるに当たり指針となるものですが、米沢市公共施設等総合管理計

画における市庁舎の個別施設計画という位置付けでもあります。 

 

米沢市まちづくり総合計画（平成 28 年度～37年度） 

  

米沢市公共施設等総合管理計画（平成 28 年度～47 年度） 

  

米沢市新庁舎建設基本計画 
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第２章 本庁舎の現状と課題 

１ 本庁舎等の概要 

（１） 本庁舎 

所 在 地 山形県米沢市金池五丁目 2 番 25 号 

敷 地 面 積 

 30,069 ㎡ 

内 

訳 

19,972 ㎡ 庁舎敷地（Ｂ棟（会議室・車庫）含む） 

3,801 ㎡ 置賜広域行政事務組合消防庁舎及び消防指令センターへ貸付 

3,324 ㎡ 重車輌置場 

2,972 ㎡ 北側職員駐車場 

構 造 種 別 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

建 物 規 模 

地下：1 階、地上：8 階、ペントハウス階：2 階 

建築面積 2,831 ㎡ 

延床面積 11,964 ㎡ 

最高高さ 45 ｍ 

7 階までの高さ  28 ｍ 

建 設 年 昭和 45 年 

設 計 者 山下寿郎設計事務所 

施 工 者 大成建設株式会社 

駐 車 台 数 本庁舎敷地内 459 台（他に重車輌置場前・北側職員駐車場 262 台） 

 

（２） 本庁舎の附属施設 

区 分 構 造 階 数 延床面積 建築年 

Ｂ棟庁舎 鉄骨造 平屋 

会議室等 672 ㎡ 

車  庫 392 ㎡ 

合計 1,064 ㎡ 

昭和 45 年 
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【庁舎の配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 分庁舎 

上下水道部、教育委員会、健康福祉部健康課が下表の施設に入所しています。 

№ 庁 舎 等 構 造 階数 延床面積 建築年 

1 
米沢市上下水道部庁舎 

（うち上下水道部執務室） 
鉄筋コンクリート造 2階 

1,189㎡ 

(550㎡) 
昭和49年 

2 
置賜総合文化センター 

（うち教育委員会） 
鉄骨鉄筋コンクリート造 4階 

6,490㎡ 

(702㎡) 
昭和50年 

3 
すこやかセンター 

（うち健康課） 
鉄筋コンクリート造 3階 

6,466㎡ 

(750㎡) 
平成6年 

※健康課の面積には地域健康指導室を含みます。 

 

  

Ｂ棟庁舎 

本庁舎 

駐車場 

消防庁舎等 

花壇 

北側職員駐車場 

重車輌置場 

兼職員駐車場 
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２ 庁舎耐震に関する経過 

（１） 耐震診断調査の実施 

① 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正により、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者

が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの

（階数 3 以上かつ延床面積 5,000 ㎡以上等）については、所有者が耐震診断を実施し、平成 27

年 12 月末までに、その結果を所管行政庁に報告することが定められました。これに基づき平

成 26 年 7 月から平成 27 年 4 月の期間で本庁舎の耐震診断調査を実施しました。 

② 本庁舎の耐震診断調査においては、公的機関である一般社団法人山形県建築士事務所協会耐

震判定委員会の判定を受けました。その判定書では、地震（震度 6 強程度の規模）の震動及び

衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高いとされました。また、耐震補強に関しては、

仮に免震補強を採用したとしても床版の全面的な補強など既存部の大規模な補強は免れず、補

強コストも膨大なものになると推測でき、本庁舎を健全な状態に補強することは工学的見地及

びライフサイクルコストの観点から現実的ではないと判断し、建替えを推奨するとされました。 

③ 耐震性能を表す IS 値は、下表のとおり 2 階東西、8 階東西、8 階南北を除き、0.3 未満という

状況でした。 

【本庁舎の耐震診断指標（IS 値）】（平成 27 年 4 月 22 日付け耐震診断判定書） 

階 Ｘ方向（東西） Ｙ方向（南北） 

8 階 0.387 0.362 

7 階 0.266 0.294 

6 階 0.231 0.268 

5 階 0.250 0.269 

4 階 0.236 0.213 

3 階 0.213 0.223 

3 階（議会棟） 0.226 0.252 

2 階 0.318 0.210 

1 階 0.263 0.258 

 

（参考：耐震改修促進法による判定基準） 

IS 値 構造体力上主要な部分の地震に対する安全性 

0.3 未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 

0.3 以上 0.6 未満 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 

0.6 以上 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 
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（２） 耐震化工法等調査の実施 

① 本庁舎の耐震化整備方針を検討する資料とするため、平成 28 年 6 月から同年 12 月までの期

間、耐震化工法等調査を専門業者に委託して実施しました。この調査では、耐震補強、建替え、

市内公共施設（置賜総合文化センター、すこやかセンター、アクティー米沢）への分散化につ

いて、技術的な検討や概算費用の算出を行いました。 

② 本調査報告書の概要は次のとおりです。 

・耐震補強は、耐震判定委員会の判定書の所見のとおり、現実的な工事ではないと考えられ、建

替えを推奨した耐震判定委員会のコメントは妥当であると判断されました。 

・建替えは、防災拠点としての整備、市民の利便性などを考慮すると最も良い方法だが、多額の

費用を要することから、効率的な設計・工事を実施するため十分な検討が必要とされました。 

・分散化は、面積的には執務室の配置は可能だが、会議室等が十分に配置できず、実施する際は

関係法令との適合の検討が必要、分散化の対象となる施設は市民の利用率が高く代替施設等の

検討が必要、分散化による市民の利便性低下の可能性がある、今後 40 年間の累計コストが高

くなる、などの指摘がなされました。 

 

（３） 庁舎建替え事業に対する国の支援措置の創設 

① 平成 28 年熊本地震により、行政の中枢拠点となる庁舎が災害発生時においても有効に機能

しなければならないことが再認識され、平成 28 年 12 月に公表された平成 29 年度地方財政対

策の中に「市町村役場機能緊急保全事業」が新たに盛り込まれました。 

② 耐震化が未実施の本庁舎の建替えが対象となり、起債対象経費（解体工事、駐車場工事等は

除く）の 22.5％相当分がその元利償還に合わせて利子分も含めて地方交付税措置されます。 

③ 市町村役場機能緊急保全事業は、平成 29 年度から平成 32 年度までの 4 年間限定の地方債制

度となります。 

④ 現庁舎の解体工事は、除却債（充当率 90％、交付税措置なし）の対象となります。 
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３ 現庁舎の課題 

現在の本庁舎には、以下のような課題があります。 

（１） 耐震強度の不足 

本庁舎は昭和 56 年の新耐震基準施行前に設計された建物であり、現状のままでは大規模地震

の際に倒壊又は崩壊する危険性が高いことから、万一、大規模地震が発生した場合には、災害に

対応する拠点としての役割を果たすことができないだけでなく、通常の行政機能を維持すること

も困難となるおそれがあります。  

 

（２） 施設の老朽化 

屋上防水の劣化による雨漏りや各種設備機器の不具合などが発生しています。 

特に、空調設備関係（平成元年に議会棟、平成 7 年にそれ以外の箇所を整備）は、経年劣化の

ため故障が頻発しています。交換部品の欠品が発生していることから、今後は部分的な修繕も困

難になることが考えられます。 

また、建物の外壁や内壁、床面には、東日本大震災の影響と思われるひび割れが発生しています。 

【建物の壁等の状況】 

  

① 本庁舎 6階大会議室の壁      ② 本庁舎 7階エレベーターホールの床 

  

③ 議会棟の柱            ④ 議会棟の壁 
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（３） 不十分な防災機能 

大地震等の災害時には、迅速な救援・救助活動や復旧活動を行うため庁舎に災害対策本部を設置

する必要がありますが、耐震性が確保されていない現庁舎では、十分な役割を果たすことはできな

いと考えられます。さらに、各種防災情報を収集する防災情報システム関係は本庁舎4階の危機管

理室に集約されており、災害対策本部の設置場所となる会議室にはそうした防災情報システムが設

置されていません。非常用資機材を保管、備蓄するスペースも十分ではない状況です。 

また、近年、想定を超える豪雨により、大きな水害が発生している自治体があります。現在の庁

舎において水害が発生した例はありませんが、水害への対応が十分なされているとはいえません。 

 

（４） バリアフリー等への対応の限界 

本庁舎は、建物のバリアフリーに関する法律であるハートビル法※の施行前の建築であり、これ

まで改修などで改善を図ってきましたが、通路幅が狭かったり、床が滑りやすかったりと現在の公

共施設に求められる水準を十分満たしているとはいえません。プライバシー保護に配慮した相談室

等のスペースも十分ではない状況です。 

また、案内表示等は日本語表記であり、外国人の来庁者への対応に課題があります。 

※平成 6 年に施行されたハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の促進に関する法律）は、現行バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律）の前身となる法律です。 

 

（５） 機能性に欠ける執務環境 

本庁舎では、市民ニーズや社会情勢の変化に対応するため、これまで組織改正等にあわせて、執

務室の配置移動を行ってきましたが、機能的な配置とはいえない状況にあります。 

また、各部署は、高いキャビネットで仕切られているところが多く、見通しが悪い箇所もありま

す。部外者が執務室に入ることができる箇所も多く、セキュリティも十分とはいえません。 
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第３章 庁舎建替えの基本的な考え方 

本庁舎の主要な課題となっている耐震化への対応策について、様々な手法を検討した結果、建替え

の手法を選択することとし、合わせて建替えに対する基本的な考え方を取りまとめました。 

１ 考慮すべき視点 

耐震化への対応策や建替えの基本的な考え方を整理するに当たっては、次の視点を念頭において 

検討しました。 

（１） 庁舎の重要性 

平成 28年に発生した熊本地震において、施設の損壊などにより庁舎が閉鎖される事態が発生し、

被害情報の収集や罹災証明書発行などの災害対応のほか、通常業務も停滞するなどの事例が見られ

ました。これにより行政の中枢拠点となる庁舎の重要性が再認識されました。 

 

（２） 人口の減少 

平成 7 年の国勢調査人口 95,592 人をピークに、平成 27 年は 85,953 人（平成 7 年対比△10.1％)

と人口が減少しています。平成 28 年 3 月に策定した米沢市人口ビジョンでは、平成 47 年の人口を

72,218 人（平成 7 年対比△24.5％）、平成 52 年の人口を 69,495 人（同△27.3％）と見込んでいます。

人口の減少に合わせ、職員数も減少していくことが予想されます。 

 

（３） 当面の建設需要 

平成 32 年の東京オリンピックを前に首都圏における建設需要が高まることが予想されます。ま

た、県内においても、「市町村役場機能緊急保全事業」を活用した庁舎の建替えが複数の自治体で

実施される見込みであり、これらにより、当面は労務単価、建設資材等が高騰する可能性がありま

す。 

 

（４） 大規模事業の見通し 

本市においては、庁舎耐震化のほか、市立病院の建替えや南西地区の統合中学校の整備などの大

規模事業が予定されています。 

 

（５） 財政の健全化 

本市は、平成 24 年度から平成 26 年度にかけて財政収支が悪化したことを受け、平成 27 年度に

財政健全化計画を策定し、現在、財政の健全化に取り組んでいます。平成 27 年度と平成 28 年度は、

収支が大幅に好転しましたが、庁舎耐震化をはじめとする大規模事業を実施しても健全な財政状況

を維持できるよう、財政健全化の取組を推進していく必要があります。 
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２ 庁舎耐震化への対応策 

庁舎耐震化への対応策は、次のとおりです。 

市庁舎耐震化の手法は建替えとします 

耐震診断調査の結果や耐震化工法等調査の結果から、現庁舎の耐震補強は技術的に非常に困難で

あり、長期的な費用面でも不利とされています。 

置賜総合文化センターやすこやかセンター、アクティー米沢など市民の利用率が高い既存の公共

施設に現庁舎の部署を分散配置した場合、代替施設の検討が必要になると考えられます。 

また、各施設間の距離があることから、市民の利便性の低下も懸念されます。 

長期的・総合的な費用の比較や市民サービス向上の可能性などを検討した結果、建替えが最も効

果的と判断しました。 

３ 庁舎建替えの基本的な考え方 

庁舎建替えの基本的な考え方は、次のとおりです。 

１.当分の間、教育委員会、健康福祉部健康課、上下水道部は現行のとおり 

分散配置とします 

庁舎は、市民の利便性や事務の効率性、災害への対応などを考えれば、基本的には１箇所にまと

まっていることが望ましいと考えます。しかし、人口減少の進展や情報通信技術の進化などを考慮

すれば、今、分庁舎の統合を行うことは、将来の市民負担の増加につながるおそれがあると判断し

ました。各部署の考え方は次のとおりです。 

教育委員会については、人口減少の進展に伴う職員数の減少等を考慮すれば、置賜総合文化セン

ターが老朽化した時期（概ね 15～20年後）に合わせて新庁舎への移動が可能と考えられますので、

現行のとおり分散配置することが効率的な公共施設の活用になると判断しました。 

健康福祉部健康課については、執務室の他に乳幼児健診などの会場となる面積も必要となり、そ

れらを含めて新庁舎に統合すると延床面積が大きくなります。現在のすこやかセンターは、それら

の機能を含めた面積が確保されており、また、平成 6年建設で使用可能な年数も十分にあることか

ら、現行のとおりとすると判断しました。 

上下水道部庁舎は、平成 27 年度に耐震改修工事を実施し、耐震性が確保されたことから、現行

のとおりとすると判断しました。 

２.国の財政措置の期限となる平成 32 年度までの建替えを目指します 

地震がいつ発生するか分からないことを考えれば、できるだけ早く庁舎の耐震性を確保する必要

があります。また、国の財政措置を活用すれば、将来の財政負担を抑制することができるため、そ

の財政措置の期限である平成 32年度までの建替えが必要であると判断しました。 
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３.新庁舎の立地場所は現庁舎の敷地内とします 

本庁舎を別な場所に建てた場合、現在同一敷地内にある置賜広域行政事務組合消防庁舎及び消防

指令センターや隣接する上下水道部庁舎との連携が悪くなり、災害時の対応に不安が生じることが

考えられます。 

また、平成 32 年度までに新たな用地を選定・購入し、この期間内に新庁舎の建替えを完了させ

ることは非常に困難です。新たな用地を購入する場合、用地費のほかに道路や交通体系の整備に多

額の費用が発生する可能性もあります。 

現庁舎付近は、既に国や県の機関などが集積した地区であり、これに付随して商業施設も集積し

ています。 

以上の理由から、新庁舎の立地場所は現庁舎の敷地内が適していると判断しました。 

４.新庁舎の規模はできるだけ縮小します 

市では市庁舎の耐震化のほか、市立病院の建替えや統合中学校の整備などの大規模事業が予定さ

れています。人口減少が進展する中で、これらの大規模事業に係る後年度負担を抑制するためには、

新庁舎の建替え費用を極力、圧縮する必要があります。 

また、中心市街地活性化の観点から行政機能の一部移転の声がありますが、民間との連携による

実施が不可欠であるため、その検討には時間がかかると予想されます。まちづくりにおける政策的

な判断の下でその動きが具体化した場合を想定し、二重投資を避けるためには、庁舎面積を抑制す

る必要があると考えました。 

以上の理由から、庁舎の規模はできるだけ縮小することが望ましいと判断しました。 

 

４ 各種計画との関連 

新庁舎建設に当たっては、本市が掲げる以下の計画の趣旨を踏まえて検討を行い、計画との整合性

を図っていくものとします。ここに記載しなかった分野別の計画についても、整合性を図っていきま

す。 

（１） 米沢市まちづくり総合計画（H28.3 策定、計画期間：H28 から 10 年間） 

基本計画 第 5章 【施策 5-1-1：防災基盤の強化】 

防災活動拠点となる公共施設やライフライン施設等の耐震化を図り、

都市基盤施設の防災に配慮した整備を推進します。 

 

（２） 米沢市都市計画マスタープラン（H26.3 見直し、計画期間：H12 から 20年間） 

第 4章 

地区別整備構想 

 

【3 北部地区の基本的方向】 

・置賜地域及び本市の行政サービス拠点として業務機能の充実を図る。 

・官公庁業務地にふさわしい良好な景観形成を図る。 
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（３） 米沢市公共施設等総合管理計画（H29.3 策定、計画期間：H28 から 20 年間） 

第 3章 

公共施設等の管理に

関する基本方針 

【公共施設等の管理に関する基本原則】 

1．公共施設等の保有総量の適正化 

◇ 建物系施設は、今後 20年間に延床面積の保有総量を 20％削減する

ことを目標に掲げ、取組みます。 

◇ 既存の建物系施設の建替えや大規模改修等を行う場合には、機能

を維持しつつ、統合や施設規模縮小などにより、保有総量の縮減を

図ります。 

◇ 既存の建物系施設の建替えや大規模改修等を行う場合には、一つ

の土地や建物に複数の施設を集める複合化に取り組みます。 

3．安全・安心で快適な利用環境の確保 

◇ 平常時のみならず災害時の市民の安全確保のため、施設の耐震化

を図ります。 

◇ 大規模改修や建替え時には、ユニバーサルデザインを採用するな

ど、バリアフリー化に努めます。 

第 4章 

施設分類ごとの管理

に関する実施方針 

行政系施設（庁舎等） 

【方針】 

① 保有総量の適正化 

必要な庁舎機能を維持しつつ、施設規模の縮小や組織の分散化に加

えて、他の公共施設等との複合化や民間施設の活用など多角的に検討

し、保有総量の縮減に向けて検討します。 

② 維持管理・運営効率の向上 

市庁舎の大規模改修や建替えを行う際には、維持管理・運営も考慮

し PFI などを含め経費軽減に向けた検討を行います。分散化や縮小な

どによって生じた土地は、利活用や売却を検討し歳入の確保に努めま

す。 

③ 安全・安心で快適な利用環境の確保 

市庁舎は防災拠点となるため大きな災害時においてもその機能が損

なわれないよう、耐震化対策のほか、予防保全型の維持管理に取り組

みます。 

大規模改修や建替え時には、ユニバーサルデザインを採用するなど

バリアフリー化に努めます。また、省エネルギー対策を推進するとと

もに、地元産材の利用をするなど環境への配慮に努めます。 
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第４章 基本理念と基本方針 

１ 基本理念 

安全・安心で誰もが利用しやすく経済的な庁舎 

 

新庁舎建設に当たっては、大規模地震の際に防災拠点施設として機能が発揮できる耐震性能を

備え、市民の安全・安心を確保し、来庁者の利便性及び職員の業務効率の向上等による質の高い

市民サービスの提供に対応できる機能的な庁舎を目指します。 

また、今後の財政負担の軽減を図るため、ライフサイクルコストを低減する経済的な庁舎を目

指します。 

 

２ 基本方針 

上に掲げた基本理念を具現化するため、基本方針を次のように定めます。この基本方針に沿っ

た機能の導入を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安
全
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【基本方針１】 

 市民の安全・安心を支える庁舎 

【基本方針２】 

 誰もがわかりやすく利用しやすい庁舎 

【基本方針３】 

 ライフサイクルコストを低減する経済的な庁舎 

【基本方針４】 

 省エネルギーに配慮し、環境にやさしい庁舎 

【基本方針５】 

 市民に愛され親しまれる庁舎 

【基本理念】 
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（１） 市民の安全・安心を支える庁舎 

大規模地震発生時にも業務継続が可能な高い耐震性を持つとともに水害等への対応機能も備え、

地域防災の拠点として十分な機能を発揮する災害に強い庁舎を目指します。 

また、庁舎には重要な行政データや膨大な個人情報を保管していることから、庁舎への不正侵

入や個人情報の流出を防止するセキュリティ性の高い庁舎を目指します。 

 

（２） 誰もがわかりやすく利用しやすい庁舎 

利用者の視点に立ったレイアウトのほか、子供や外国人が視覚的に理解できる案内サインなど

により、誰もがわかりやすい庁舎を目指します。 

また、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れるとともに、豪雪地帯の特性も考慮し、年齢

や障がいの有無などに関わらず誰もが利用しやすい庁舎を目指します。 

 

（３） ライフサイクルコストを低減する経済的な庁舎 

建設、維持管理、修繕、解体までのライフサイクルコストを低減できる建物及び設備とし、経

済性・効率性を高めるとともに、長期間使い続けることができる庁舎を目指します。 

また、将来の組織改正などを見据え、変化に柔軟に対応できる執務スペースを整備するととも

に、業務を効果的・効率的に進められる執務室及び諸室配置を目指します。 

 

（４） 省エネルギーに配慮し、環境にやさしい庁舎 

地球環境を意識した、省エネルギー対策や自然エネルギーの活用など環境負荷の低減に配慮し

た庁舎を目指します。 

 

（５） 市民に愛され親しまれる庁舎 

意匠は華美にならず機能美を備えた建物としながらも、憩いの空間を設けるなど市民に愛され

親しみを持たれる庁舎を目指します。 

また、地元産材を内装などに活用し、温かみを感じる庁舎を目指します。 

 

  



 

- 14 - 

 

第５章 新庁舎に必要な機能  

１ 防災対策 

（１） 免震構造の導入【基本方針１】 

災害対策の拠点となる庁舎には、大規模な地震が発生しても、人命の安全確保に加えて、復旧

復興活動を迅速に行える機能を確保する必要があります。 

耐震性能を通常の建物基準の 1.5 倍の強度とし、免震構造を採用することで建物の揺れを抑え、

設備機器・配管への影響や OA 機器・キャビネット等の転倒を防ぎ、震災直後でも防災拠点とし

ての業務継続機能を維持します。（免震構造の検討についてはＰ31～32 参照） 

 

（２） 災害対策本部機能の拡充【基本方針１】 

災害時には災害対策本部を核として情報収集等を図る必要があるため、災害対策本部となる会

議室の近くに危機管理担当の執務室を配置します。 

また、その会議室には災害情報掲示用のモニターなどを設置します。 

 

（３） 災害対応通信設備の設置【基本方針１】 

防災情報の伝達及び災害情報の集約のため、防災行政無線等の情報通信設備、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、県防災情報システム等を設置します。 

 

（４） 非常用発電機の設置【基本方針１】 

停電時の電力確保のため、非常用発電機を設置します。 

また、災害対策本部や災害時に活動する諸室の電源設備は一般電源と系統を分け、優先して電

力確保ができるようにします。 

 

（５） 雨水等貯水槽、非常用防災汚水槽の設置【基本方針１】 

災害時に上水道復旧までの雑用水を確保するため、雨水等貯水槽を設置します。 

また、下水道が遮断した場合を想定し、汚水を貯留する非常用防災汚水槽を設置します。 

 

（６） 水害に対する対策【基本方針１】 

「米沢市洪水避難地図（平成 17 年）」によれば、建設地は大雨時等の河川洪水による浸水の可

能性が低い地域にありますが、万一の可能性を考慮し、災害対策本部の設置場所やサーバー室は、

建物の上層階に設けます。 

 

  

免震構造の導入 
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２ 窓口エリア 

（１） 庁舎総合案内の配置【基本方針２】 

初めての来庁者でも目的の部署に行くことができるよう、フロア配置や手続窓口を案内する総

合案内を入口付近に配置します。 

 

（２） 待合スペースの拡充【基本方針２】 

窓口で手続きを待つ市民のため、待合スペースの拡充を図り

ます。 

 

 

 

 

（３） 利便性の高い窓口サービスの構築【基本方針２】 

来庁者の利便性向上のため、ワンストップ窓口等の先進事例を参考にして来庁者の移動範囲を

少なくできるような窓口サービスを構築します。 

 

（４） 利用者が使いやすいカウンターの配置【基本方針２】 

利用者の動線を考慮し、来庁者がわかりやすく使いやすい場所にカウンターを配置します。 

また、使いやすい広さや高さを確保します。 

 

（５） プライバシーに配慮した相談室等の設置【基本方針２】 

来庁者のプライバシーを確保するため、個別対応を必要とする窓口に関しては相談室を設置し

ます。 

また、カウンター等には必要に応じて間仕切り等を設置します。 

 

 

  

待合スペースの事例（燕市役所/MFW 撮影） 
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３ ユニバーサルデザイン※ 

※ユニバーサルデザインとは、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわら

ず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。 

 

（１） ゆとりある通路等【基本方針２】 

来庁者が利用しやすいようにするため、十分な通路幅を確保するとともに誘導ブロックや手摺を

設置します。 

また、通路等に段差が生じないよう配慮します。 

 

（２） 使いやすいエレベーター【基本方針２】 

エレベーターは、車いす利用者にも対応するため、ゆとりのある大

きさとし、緊急搬送時のストレッチャー等に対応するものも設けます。 

また、視覚障がい者等の利用に配慮した音声案内設備等を設置しま

す。 

 

（３）分かりやすい案内表示【基本方針２】 

案内表示板等の主な表記を多言語表示するとともに、視覚的に理解で

きるピクトグラム※などを導入し、来庁者が迷わず分かりやすい案内表

示を行います。 

また、表示場所についても来庁者の視線に配慮します。 

※ピクトグラムとは、非常口やトイレの表示に使われている絵文字などのこと。 

 

 （４）多目的トイレの設置【基本方針２】 

車いす利用者、オストメイト使用者、高齢者、乳幼児連れの来庁者等が使いやすい多目的トイレ

を適所に設けます。 

 

（５）キッズコーナー、授乳室、ベビーベッドの設置【基本方針２】 

乳幼児連れの来庁者が利用しやすいように、待合スペースの近くなどに大人の目が行き届くキッ

ズコーナーを設置します。 

また、授乳やオムツ替えのために授乳室等を設置します。 

 

 

 

  

案内サインのイメージ 
（燕市庁舎/MFW 撮影） 
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自然採光・自然換気の事例 
（燕市役所/MFW 撮影） 

４ 環境負荷低減・省エネ対策 

（１） 自然採光、自然換気の導入【基本方針３、４】 

建物のランニングコストの主な要因となる照明や空調の負荷低減を

図るため、自然採光や自然換気の設備等を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 太陽光発電装置、LED 照明及び有機 EL の導入【基本方針３、４】 

地球温暖化を防止するとともに電気料金の削減を図るため、太陽光発電装置、LED 照明及び有機

EL を導入します。 

 

（３） 外壁、窓ガラス等の断熱性能の確保【基本方針３、４】 

外壁、窓ガラスの建具は空調負荷の低減を図るため、断熱性能の高いものを採用します。 

 

（４） 耐久性やメンテナンス性を考慮した設備計画【基本方針３】 

長期的な運用の視点やランニングコスト低減を図るため、耐久性やメンテナンス性、更新性を考

慮した設備計画とします。 

 

（５） 長寿命化に対応した建物【基本方針３】 

維持管理や修繕・改善がしやすく計画的な設備の更新にも配慮した建物を構築します。 
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５ 執務スペース 

（１） ゾーニング等によるセキュリティ対策【基本方針１】 

個人情報等の情報管理のため、原則として執務スペース内に

来庁者が立ち入れないようゾーニングします。 

 

（２） 見通しのよい執務環境の整備【基本方針２】 

背の高いキャビネットは壁際などに配置し見通しをよくす

ることで、来庁者に気づき声をかけやすい執務室を構築します。 

 

（３） ユニバーサルレイアウト※の導入【基本方針３】 

スペース効率の向上とともに組織改正や人事異動時の費用縮減のため、執務室にはユニバーサル

レイアウトを導入します。 

（ユニバーサルレイアウトの検討についてはＰ26 参照） 

※ユニバーサルレイアウトとは、執務室の机等を規則的、均一に配置することで面積効率を高めるとともに、

組織変更があっても、レイアウトを変更せずに「人」、「書類」の移動のみで対応する方式のこと。 

 

（４） 効率的に利用できる会議室の設置【基本方針３】 

現在の利用状況を踏まえ適切な面積の会議室を適正な個数設置します。 

また、大きな会議室は利用の効率化を図るため、多目的に利用できるよう可動式の間仕切りで区

画できるようにします。 

 

（５） 多目的に使用できるミーティングスペースの設置【基本方針３】 

スペースの効率化を図るため、各フロアに打合せのほか、休憩、食事等も可能なミーティングス

ペースを設置します。 

 

 

 

 

  

打合せスペースの事例（燕市役所/MFW 撮影） 

オープンオフィスのイメージ 
（燕市役所/MFW 撮影） 
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６ 市民スペース 

（１） 効果的な情報コーナーの整備【基本方針２】 

観光や特産物の情報等、米沢の魅力を発信するため、掲示物

やチラシ、情報モニターなどを設置した情報コーナーを整備し

ます。 

 

 

 

（２） Wi-Fi（無線ＬＡＮ）設備の設置【基本方針２】 

市民の利便性向上を図るとともに、災害時のフリーアクセスポイントとしても利用可能な

Wi-Fi(無線ＬＡＮ)の導入を行います。 

 

（３） 市民ホールの設置【基本方針２】 

待合スペース、企画展示、休憩など、市民が多目的に利用で

きる市民ホールを設置します。 

また、利便性にも配慮し、飲食物や切手、はがき、印紙等を

購入できる売店を併設します。なお、現庁舎に設置している食

堂については、売店の拡充を図ることで代替します。 

 

 

７ 外構・駐車場 

（１） 使いやすい駐車場【基本方針２】 

駐車場は、止めやすい駐車幅を確保するとともに、冬期間でも十分な駐車台数を確保します。 

また、車いす・ベビーカー等利用者のため、玄関の近くに車いす用駐車場や思いやり駐車場を設

置します。 

 

（２） アクセスしやすいアプローチ計画【基本方針２】 

駐車場から庁舎への歩行者の動線は、車両動線との交差を避け、安全に配慮します。 

また、徒歩で来庁する方のアクセス向上を図るため、現在設置されているフェンスを一部撤去し、

歩行者が通り抜けできるような整備を検討します。 

 

（３） 電気自動車用急速充電器の設置【基本方針４】 

電気自動車の普及促進のため、急速充電器を設置します。 

  

情報コーナーの事例（新発田市役所/MFW 撮影） 

市民ホールのイメージ（新発田市役所/MFW 撮影） 



 

- 20 - 

 

８ 景観への配慮 

（１） 周辺環境と調和のとれた庁舎デザイン等の導入【基本方針５】 

市民に長く愛される庁舎とするため、周辺環境と調和のとれたデザインとします。 

 

（２） 地場産木材による内装等の採用【基本方針５】 

市民に親しまれる庁舎とするため、内装や備品等には地場産木材を取り入れます。 

 

（３） 市民参画も考慮した構内緑化の整備【基本方針５】 

構内を緑化し、市民の憩いの場を形成します。花壇等の整備や維持管理に当たっては、市民の参

画も積極的に推進し、「市民に愛され親しまれる庁舎」とします。 

 

 

９ 議場 

（１） 傍聴しやすい開かれた議会の整備【基本方針２】 

傍聴席へのアクセスは、障がい者や高齢者等も入室しやすい

設備や動線を設けます。 

また、開放的で見やすく聞きやすい傍聴環境を整備します。 

 

 

 

 

（２） 市民の関心に応える機能の整備【基本方針２】 

市民の議会への関心に応えるため、インターネットを通じた画像配信等の設備を整備します。 

 

（３） 休会中の多目的利用【基本方針３】 

休会中の有効利用を図るため、議場の机等を可動式のものとし、多目的利用を可能にします。 

 

（４） 機能的な議会諸室の整備【基本方針３】 

円滑な議事運営ができるよう、機能性に配慮した議会諸室を適正な規模で配置します。 

 

 

  

開放的な傍聴席（写真後方が傍聴席） 
（燕市役所/MFW 撮影） 
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第６章 新庁舎の施設計画 

１ 敷地概要 

（１） 用途地域・法的制限 

建設地 山形県米沢市金池五丁目 2番 25号 

敷地面積 23,780 .86 ㎡（実測面積） 

用途地域 商業地域 建ぺい率 80％ 容積率 400％ 

日影規制 日影規制対象外（商業地域） 

ただし、10ｍを超える建築物で、冬至日において、隣接する第二種住居地域、

準住居地域の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみな

され、制限を受ける。 

その他地区等 準防火地域 

 

（２）その他配慮すべき事項 

①気象条件 

本市の気象は、夏季は高温、冬季は寒さが厳しくなっています。冬季に日照時間が少なく、市

街地でも 100 ㎝以上の積雪があります。降水量は夏季に多雨、冬季に多雪であります。平均風速

は 2.5m 前後で、西風が卓越しています。 

（米沢市地域新エネルギービジョンより抜粋） 

 

   ②浸水対応 

「米沢市洪水避難地図【洪水ハザードマップ】（平成 17 年）」では、建設地は浸水域の対象外

にあり、大雨時等の河川洪水による浸水の可能性は低い地域となります。 

 

③消防無線アンテナ塔 

庁舎の計画高さを 22.5m とした場合、庁舎パラペット天端から、現庁舎西側の消防無線アンテ

ナ塔の伝搬路までの間隔が 7～9ｍほどの余裕があり、通信障害は無いことを確認しました。 

ただし、屋上や塔屋への付帯設備で、避雷針や TV アンテナ等の設置場所にも配慮が必要とな

ります。 
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２ 建築の計画概要 

  

 

 

 

 

 

 

（１）施設規模 

 

①市の公共施設等面積の目標は、今後 20 年間に延床面積の保有総量を 20％削減 

 

②人口減少の進展に伴う職員数の減少等を考慮し、置賜総合文化センターが老朽化する時期（概

ね 15～20 年後）に教育委員会（現有面積 702 ㎡）を新庁舎に移転 

 

③ユニバーサルデザインへの対応が求められる廊下、トイレ等については、現状よりも面積を拡

充 

 

④建替え方針決定時の想定面積の 11,000 ㎡からできるだけ抑制 

 

以上のことから、新庁舎の目標面積は 10,000 ㎡を目指します。 

 

 

 

 

 

  

新庁舎の目標面積 10,000 ㎡（現本庁舎面積 11,964 ㎡、△16.4％） 

本事業は、本計画書 35 ページに記載のとおり、「設計・施工一括発注方式」による発注を予定

しており、以下の記載は新庁舎の基準となる建築計画を示しています。発注に当たっては、この

計画をより具体化した要求水準書や図面等を作成し、事業者から提案を受け、設計施工者を決定

します。 

最終的な施設の内容については、この計画概要を基本としながら、平成 30 年度に実施予定の基

本設計の中で設計施工者と十分な検討を行い、決定していきます。 
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（２）配置計画 

①配置計画における配慮事項 

・現庁舎を使いながらの建替えを前提とします。 

・敷地内の別建物（既存庁舎、車庫、広域消防署）との配置関係に配慮します。 

・工事期間中も駐車場を確保します。 

 

②動線計画における配慮事項 

・敷地の西、東、南からの来庁者動線を想定します。 

・冬季の西風を考慮した建物正面・エントランスの配置とします。 

・駐車場からの動線に配慮します。なお、屋根付きの車いす用駐車場やおもいやり駐車場を玄 

関の近くに設置します。 

 

③新庁舎配置のイメージ 

・新庁舎配置の比較及び上記配慮事項を検討した結果、新庁舎は敷地南西側配置とします。 

以下にイメージを示します。 

     

※新庁舎の配置やエントランスの位置、駐車場の配置、既存樹木を含む植栽、花壇の配置等に 

ついては、この配置のイメージを基本としながら基本設計の中で設計施工者と十分な検討を 

行い決定します。 



 

- 24 - 

 

（参考）新庁舎配置の比較検討 

 

 

新庁舎の配置計画方針  敷地南西配置 
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（３）平面計画 

①窓口エリア、執務エリアの基本的な考え方 

・来庁者のプライバシーを確保します。 

・待合環境に配慮した計画（自然採光、十分なスペースの確保等）とします。 

・執務スペースは建物中央に集約して配置します。 

・附属室等のサポートゾーンは建物北側に集約して配置します。 

 

 窓口中央配置 窓口両側配置 窓口片側配置 

窓口

配置 

イメ

ージ 

 

 

 

面積

効率 

待合・通路に対して両側に

窓口カウンターが配置さ

れ、最も効率的。 

待合・通路に対して片側に

窓口カウンターが配置され

るため窓口中央配置に比べ

面積効率は低い。 

待合・通路に対して片側に

窓口カウンターが配置され

るため窓口中央配置に比べ

面積効率は低い。 

待合

環境 

外壁側に執務室が配置され

るため、待合から外部への

視界の開放性は低い。 

待合は外壁側に配置され、

外部への視界の開放性は高

い。 

待合スペースがすべて南側

に配置され、外部への視界

の開放性が高いことに加

え、自然採光が十分に確保

できるため、待合環境とし

ては最もよい。 
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②執務エリアレイアウト方式の基本的な考え方 

・新庁舎の全体面積抑制方針により効率的なレイアウトとします。 

・見通しのよい執務、安全性に配慮します。 

・市民サービスを低下させないレイアウトとします。 

 

 従来型レイアウト ユニバーサルレイアウト 

レイアウト

構成 

 

 

方式 組織体制に合わせたデスク配置 デスク配置に組織体制を合わせる 

特徴 

○部署単位での情報管理が図りやすい 

×活用を図りたいスペースが散在する 

×組織改編のたびにレイアウト変更が必要 

×部署の境界がなく、運用面の工夫が必要 

○スペース効率・運用費用を最小化 

○組織改編の際には「人」「書類」のみ移動 
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③コア配置（階段、エレベーター、設備配管スペース等）の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 センターコア センターコア 偏心コア 両サイドコア 

模式図 

    

レイアウト

の自由度 

大規模でない限り、執

務室の奥行が確保で

きず自由度が低い 

コアで分割されるた

め、自由度が低い 

まとまった執務スペ

ースを確保でき、自由

度が高い 

まとまった執務スペ

ースを確保でき、自由

度が高い 

避難 

避難方向が中央部に

集中するため、避難路

設定等に工夫が必要 

避難方向が中央部に

集中するため、避難路

設定等に工夫が必要 

コア両端の2方向に避

難路が設定でき、安全

性を高めやすい 

コア両端の2方向に避

難路が設定でき、安全

性を高めやすい 

構造 

中央が堅固で比較的

安定 

中央が堅固で比較的

安定 

安全性を高めるため

にはコアと対面する

外周部を固める必要

がある 

両端部が堅固にしや

すく、もっとも安定 

事例 
現庁舎 

11,964 ㎡ 地上 8 階 

みよし市庁舎 

10,100 ㎡ 地上 7 階 

新発田市庁舎 

12,300 ㎡ 地上 7 階 

燕市庁舎 

13,100 ㎡ 地上 4 階 
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④各階平面計画の基本的な考え方 

※このプランを基に基本設計の中でさらに検討を行います。（各階共通） 

  【1 階ゾーニング図】 （延床面積 約 2,750 ㎡） 

・ 夏季の遮熱等に配慮しながら、陽当たりの良い南側に待合スペースや市民ホールを設けます。 

待合スペースにはキッズコーナーを設置します。 

・ 市民ホールは、選挙の期日前投票や給付金等の集中受付など多目的な利用を想定しています。 

また、災害時は災害対応の活動スペースとして利用します。 

・ 有機ＥＬ照明等の本市生産品を展示・ＰＲする場としても活 

用できる情報コーナーを設置します。 

・ 市民利用頻度の高い窓口を 1 階に集約します。 

 

 

  【2 階ゾーニング図】 （延床面積 約 2,600 ㎡（エコボイド※、市民ホール吹抜け除く）） 

・ 窓口関係の部署の一部を配置するとともに、産業・建設部門等の部署を配置します。 

・ 会議室は可動式の間仕切りで分割して使用可能とし、確定申告の臨時窓口から小規模の会議ま 

で多目的・効率的な利用を図ります。 

 

 

略号凡例 
PS：配管スペース 
EPS：電気配線スペース 

EV：エレベーター 
付属書室：相談室、倉庫、 
更衣室、休憩室など 

※エコボイド：自然換気及び自然採光のための吹抜け 
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【3 階ゾーニング図】 （延床面積 約 2,700 ㎡（エコボイド除く）） 

・ 災害対策本部となる会議室周辺に市長・副市長室や危機管理室を配置し、災害時に迅速な対応 

を取れるようにします。また、サーバー室は 3 階に配置することで、水害の際のリスクを回避 

します。 

  ・ 総務企画部門の部署を配置します。 

 

  【4 階ゾーニング図】 （延床面積 約 2,350 ㎡（エコボイド除く）） 

・ 議場の床より高い位置にある傍聴席に車椅子の利用者等がスムーズに移動できる設備や動線を 

確保します。 

・ 議場は、床をフラットにし、机等を可動式とすることで多目的な利用を可能とします。また、 

議場と委員会室の間は可動間仕切りとし、多人数での会議等にも対応可能とします。 

 

【屋上】 （延床面積 約 100 ㎡） 

  ・ 屋上に通じる階段室等を配置します。 

現時点での各階面積合計 約 10,500 ㎡ 

基本設計の中で目標面積の 10,000 ㎡を目指します。 
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（４）立面計画 

〇立面計画の基本的な考え方 

・シンプルで親しみやすい計画とします。 

・待合スペースが配置される南側は開放的で自然採光が十分に採りこめる計画とします。 

・冬場の西風に配慮し、西側には必要最小限の開口部以外は設けない計画とします。 

 

（５）断面計画 

〇断面計画の基本的な考え方 

・エコボイドを設け、自然採光・自然換気が可能な計画とします。 

・傍聴席の床の高さは、議場を見渡せるように議場の床より高く計画します。そのため、他の部 

分より天井と階高が高くなるため、議場と傍聴席は最上階に配置し、建物断面を合理的に計画 

します。 
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３ 構造の計画概要 

（１） 構造計画の基本方針 

〇地震に対する構造的対策：構造体の耐震安全性の目標及び保有すべき性能 

・ 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における「災害応急対策活動に必要な施設」とし

て位置づけ、整備を行います。 

・ 耐震安全性の目標としては下記とします。 

①構造体 Ⅰ類 

②建築非構造部材 Ａ類 

③建築設備 甲類 

 

①耐震安全性の目標及び用途例 

分類 耐震基準 耐震安全性の目標 用途例 

Ⅰ類 1.5 倍 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使

用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十

分な機能確保が図られている。 

災害対策の指揮、情報伝達等

のための施設、災害拠点病院

など 

Ⅱ類 1.25 倍 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築

物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加

えて機能確保が図られている。 

災害拠点以外の病院 

社会福祉施設、危険物貯蔵施

設、避難所として位置づけら

れた学校施設など 

Ⅲ類 1.0 倍 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建

築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、

人命の安全確保が図られている。 

その他の官庁施設など 

 

②建築非構造部材の耐震安全性基準 

分類 耐震安全性の目標 用途例 

A 類 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの

円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる

建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目

標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図

られている。 

災害対策の指揮、情報伝達等

のための施設、災害拠点病

院，災害拠点以外の病院、危

険物貯蔵施設、避難所として

位置づけられた学校施設な

ど 

B 類 

大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生

する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図

られている。 

その他の官庁施設、社会福祉

施設など 
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③建築設備の耐震安全性基準 

分類 耐震安全性の目標 用途例 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が

図られていると共に、大きな補修をすることなく、必

要な設備機能を相当期間継続できる。 

災害対策の指揮、情報伝達等

のための施設、災害拠点病

院、災害拠点以外の病院、危

険物貯蔵施設など 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が

図られている。 

その他の官庁施設、社会福祉

施設、学校施設など 

 

（２） 構造形式 

構造形式については、下表のとおり、耐震・制振・免震のタイプがありますが、庁舎利用者の

安全及び業務の継続性の確保ができる免震構造を採用する計画とします。 

構造形式による比較 

項目 耐震構造 制振構造 免震構造 

模式図 

   

考え方 
建物を強固につくって地震

力に耐える 

制振装置で地震力を吸収し

小さくする 

免震装置で地震力を建物に

伝えない 

地震時 

の揺れ 

地面の揺れの 2～4 倍程度に

なり、上階ほど揺れる 

耐震構造の 1／2～1／3 耐震構造の 1／4 以下で上階

での増幅が少ない 

大地震時の
躯体損傷 

△ 大きい ○ 耐震構造より小さい ◎ 最も小さい 

揺れの 

大きさ 
△ 大きい ○ 耐震構造より小さい ◎ 最も小さい 

内部空間の
安全性 

△ 

天井材落下、家具転倒

の可能性が大きいこと

から安全性は低い 

△ 
耐震構造より安全性は

高い 
◎ 最も安全 

装置のメン
テナンス 

◎ 装置はないため不要 ○ 
基本的にはメンテナン

スフリー 
△ 

5～10 年毎の定期点検

が必要 

複数回の地
震に対する
耐久性 

△ 
ダメージが蓄積し倒壊

の危険が高まる 
○ 

耐震構造よりダメージは

小さく倒壊の危険も小さ

い 

◎ 
ダメージの蓄積はほと

んどない 

建設コスト
の目安 

※耐震構造を

100 とした場合 

◎ 100 ○ 102～104 △ 104～106 

  

地震動 

制振装置 
免震装置 

地震動 地震動 
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第７章 新庁舎の事業計画 

１ 事業手法 

（１） 事業方式 

本事業は財源や事業スケジュールなどを考慮し、事業方式については本市が建物の発注者とな

る直営（公共発注）手法で整備することとします。 

 

（２） 発注方式選定の考え方 

公共工事の発注方式については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法

律」が平成 26 年 6 月 4 日に公布・施行され、地方公共団体は、多様な発注方式から工事の性格や

地域の実情に応じ、下記に示すような方式などを選択できるようになりました。本事業の発注方

式については本市の事業背景や市庁舎という建物特性を考慮した最適な方式を検討します。 

昨今は、従来の「工事の施工のみを発注する方式」（設計施工分離発注方式）を含め、庁舎建設

事業や運動施設など幅広い公共施設建設事業においても、事業の特性を考慮した多様な発注方式

が採用されています。 

本基本計画においては下記の 3 方式の検討を示しており、その特徴や先行事例を記します。 

 

①設計施工分離発注方式（工事の施工のみを発注する方式） 

・設計、施工業務をそれぞれの段階で設計者と施工者を個別に発注、契約する方式。 

②ECI 方式（設計段階から施工者が関与する方式） 

・設計施工分離発注方式だが、実施設計段階で施工候補者を選定。実施設計段階で施工候補者

が技術協力契約を発注者と契約し、設計者への技術協力を行った後、施工業務を契約する方

式。 

③設計・施工一括発注方式（デザインビルド（DB）方式） 

・設計、施工業務を一括発注、契約する方式。 
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多様な発注方式の概要と先行事例 

方式の名称 方式の概要 先行事例（庁舎） 

①設計施工分離 

発注方式 
（工事の施工のみを発注

する方式） 

 

・石岡市 新庁舎 

・水戸市 新庁舎 

・天草市 新庁舎 

・玉名市 新庁舎 

・山鹿市 新庁舎 

など 

従来型の方式であり多

数の事例。 

②ECI 方式 
（設計段階から施工者が

関与する方式） 

 ・新城市 新庁舎 

・白井市 新庁舎 

など 

 

 

 

 

 

 

③設計・施工一括 

発注方式 
（デザインビルド（DB）

方式） 

 

 

・横浜市 新庁舎 

・神奈川県 足柄上合同庁舎 

・筑紫野市 新庁舎 

・双葉郡大熊町 新庁舎 

・安芸郡安田町 新庁舎 

など 

 

 

・市原市 防災庁舎 

・浦安市 新庁舎 

・習志野市 新庁舎 

・千曲市 新庁舎 

など 

 

 

 

  

設計者 

設計・施工者 

設計者 

施工者 

▲技術協力者（施工候補者）選定 

基本設計 実施設計 

設計技術支援 施工 

工事監理 

技術協力 

基本設計 

実施設計 施工 

工事監理 

▼基本設計者選定 

▲設計・施工者選定 

▲設計者選定 

設計者 

施工者 

基本設計 実施設計 

施工 

工事監理 

▲施工者選定 

▲設計者選定 

△工事請負契約 

※基本設計先行型の場合 

△設計・施工一括契約 

△技術協力委託契約 

▽工事請負契約 

※第三者監理の場合もある 

※第三者監理の場合もある 

※第三者監理の場合もある 

設計・施工者 

基本設計 実施設計 施工 

工事監理 

▲設計・施工者選定 

△設計・施工一括契約 

※第三者監理の場合もある 



 

- 35 - 

 

（３） 発注方式の選定 

①設計施工分離発注方式、②ECI 方式、③設計・施工一括発注方式の 3 つの方式を評価し、本事

業では、「スケジュール上の制約（工程）」「財政上の制約度（コスト）」を特に重要視し、「設計・

施工一括発注方式」を採用します。 

設計・施工一括発注方式の課題として、性能発注となり具体的な仕様を受注者に委ねることとな

るため、市が求める性能や仕様を確保する工夫が必要となります。その解決策として、発注者（市）

の意向を踏まえた専門家（ＣＭｒ：コンストラクション・マネージャー※）等による支援を導入し

ます。 

※コンストラクション・マネージャーとは、技術的な中立性を保ちつつ、発注者の側に立って、発注・設計・施

工の各段階において、工事発注方式の検討や設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種マネジ

メント業務を行う者です。 

 

各発注方式の評価 

 ①設計施工分離発注方式 ②ECI 方式 ③設計･施工一括発注方式 

スケジュール 

 

 

 

 

△ 工事計画検討が他の方式
に比べると遅くなるた
め、工期遅延リスクが懸
念される。 

× 免震装置、鉄骨等の先行
発注が出来ないため工期
の延伸のリスクがある。 

 

○ 実施設計段階から工事計
画を検討できるため工期
遅延リスクが低下する。 
 

× 免震装置、鉄骨等の先行
発注が出来ないため工期
の延伸のリスクがある。 

 

○ 設計初期段階から工事計
画を検討できるため工期
遅延リスクが低下する。 
 

○ 免震装置、鉄骨等の先行発
注が出来るため、工期短縮
（工期遅延リスク回避）に
期待が出来る。 

コスト 

 

 

 

× コストの確定が他の方式
に比べ遅い。 

○ 工事発注後の設計変更要
因が少なく、コスト変動
が少ない。 

 
 
 

× コスト協議が難航した場
合、着工が遅れることに
よる工期遅延のリスクが
ある。 

× コストの確定が他の方式
に比べ遅い。 

△ 技術支援業務委託費が発
生する。 

○ 早期にコストが確定する。 
△ 設計変更による増減精算

のための工夫が必須であ
る。 

 
 
 
 

工事の難易度 
× 地業、架構計画、免震構

造に施工者技術の反映が
難しい。 

○ 地業、架構計画、免震構
造に施工者技術の反映が
可能である。 

○ 地業、架構計画、免震構
造に施工者技術の反映が
可能である。 

 

  



 

- 36 - 

 

２ マスタースケジュール 

・この基本計画書に基づき、平成 30 年 4 月から設計施工者の選定を行い、同年 9 月の市議会定例会

において契約の議決を受けます。 

・契約後は、設計に約 1 年、施工に約 1 年半の期間を見込み、国の支援期限である平成 32 年度末の

完成を目指します。各工程で進捗状況を適切に把握し、工期に遅れが生じないよう努めます。 

・新庁舎の完成後に引っ越しを行い新庁舎をオープンします。その後、現庁舎を解体し、駐車場等の

整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

●市民説明会
●パブリック・コメント

●関連予算の議決
●計画書の報告 ●契約の議決 ●設計に基づく変更契約の議決

126 7 8 9 10 1156 7 8 9 10 11 12 1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 1 2 3 44 56 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

市

民

・

議

会

基

本

計

画

・

発

注

設

計

・

工

事

監

理

施

工

6

平成31年度 平成32年度

2019年 2020年 2021年

平成33年度平成30年度

年

年度

月

平成29年度

8 9 10 11

2017年 2018年

57 12 1 2 3

基本計画書・

要求水準書の作成

設計施工者

の選定

基本・実施設計

建築確認申請 等
工事監理

新庁舎建築工事
工事計画の検討

作業員確保・資機材準備

現庁舎解体工事

外構工事

完成目標

引越・開庁
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３ 概算事業費等 

（１）概算事業費（※1） 

 （全て消費税込の金額） 

建設工事費  【参考金額】（※3） 

 
① 新庁舎整備費 

約 51.7 億円 

49 万円/㎡ × 10,500 ㎡ 

（約 45～64 億円） 

41 万円～58 万円/㎡ × 11,000 ㎡ 

 ②駐車場・外構整備費 約 2.5 億円 （約 2 億円） 

 ③現庁舎解体費（※2） 約 5.0 億円 （約 5 億円） 

小  計 約 59.2 億円 （約 52～71 億円） 

設計・監理費   

 ① 基本・実施設計費 約 1.3 億円  

 ② 工事監理費 約 0.4 億円  

 ③ 発注者支援業務費 約 1.9 億円  

小  計 約 3.6 億円  

附属設備等工事費   

 ① 防災関連施設移設工事費 約 1.1 億円  

 ② 情報通信関連工事費 約 1.0 億円  

 ③ 議場音響・映像設備費 約 0.5 億円  

 ④ 備品整備費 約 3.0 億円  

 ⑤ その他関連経費（調査・申請・移転費用等） 約 0.5 億円  

小  計 約 6.1 億円  

合   計 約 68.9 億円  

【注記】 

※1 概算事業費について 

・この基本計画書の施設計画に基づき算出しており、設計・施工段階の条件により増減が生じ
る可能性があります。 

・基礎の形態により工事費に影響を及ぼす恐れがあります。 

・現在の実勢価格をベースに算出しており、将来の物価及び労務単価の変動により増減が生じ
る可能性があります。 

・消費税は平成 31 年 10 月から 10％に改定されることを想定しています。 

※2 現庁舎解体費について 

・鉄骨に吹き付けられた耐火被覆、配管等の保温材、内装に使用されている石綿（アスベスト）
を想定して算出した概算費用であり、調査結果により増減が生じる可能性があります。 

※3 参考金額について 

・平成 28 年度実施の耐震化工法等調査で調査した 9 市町の庁舎建設事例を基に、昨年 5 月の
建替方針決定時に想定した概算金額です。 
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（２）年度ごとの概算事業費・財源内訳 

 

●市債 1 は、市町村役場機能緊急保全事業債で借入対象事業費の 22.5%（借入額の 25%）が交付税措置されます。 

●市債 2 は、現庁舎解体や外構整備のための借入で国の支援はありません。 

●基金取崩等は、市庁舎整備基金（貯金）からの取崩し額などです。 

 

 

（３）本事業に係る後年度返済額の試算 

◎試算における借入条件 

・市債 1 は、元金均等返済（年 2 回払）、30 年返済、利率 1.0% 

・市債 2 は、元金均等返済（年 2 回払）、10 年返済、利率 1.0% 

・外構整備を含めた完成が平成 33 年度のため、元金の返済は平成 34 年度から始まるように据置期間を設定 

 

 

 

  

（単位：億円）

財　　源　　内　　訳

国 補 助 金 市 債 １ 市 債 ２ 基金取崩等

H29 0.7 0.2 0.5 0.2 0.5

H30 1.1 0.2 0.9 1.1

H31 21.5 18.7 0.1 2.7 4.7 16.8

H32 38.9 32.9 0.6 5.4 8.2 30.7

H33 8.8 5.7 3.1 8.8

合 計 71.0 0.2 51.8 6.4 12.6 13.1 57.9

事 業 費年 度 国 支 援 額 市実質負担
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資料編 

 

１ 計画策定の経緯 

（１） 米沢市新庁舎建設検討市民委員会の設置 

本計画の策定にあたり、広く市民意見を聴取するため、有識者等により構成する市民委員会を設

置しました。 

○米沢市新庁舎建設検討市民委員会 委員名簿         （敬称略、順不同） 

区 分 役 職 名 等 氏 名 

委員長 社会福祉法人米沢社会福祉協議会 会長 渡 部 登 一 

副委員長 山形大学工学部建築・デザイン学科 教授 三 辻 和 弥 

委 員 置賜広域行政事務組合消防本部 警防課長 数 見  等 

委 員 米沢商工会議所 会頭 吉 野  徹 

委 員 公益社団法人米沢青年会議所 理事長 渋 谷  哲 

委 員 米沢市地区委員会 委員長 岡 田  堅 

委 員 米沢市行政経営市民会議 委員長 加 藤 英 樹 

委 員 米沢市防災会議 委員 平 山 博 志 

委 員 米沢市景観形成委員会 委員 村 山 紀 子 

委 員 子育て世代 宮 坂 尚 美 

注）肩書きは、平成 29 年 7 月 27 日委嘱当時のもの 

 

○検討経緯 

回次 開 催 日 主な検討内容等 

1 平成29年 7月27日 
・委嘱状の交付 

・これまでの経過、基本計画策定体制についての説明 

2 平成29年 8月23日 
・新庁舎建設における基本理念・基本方針についての協議 

・新庁舎に必要な機能についての意見交換 

3 平成29年 9月27日 
・庁舎構造等に関する勉強会 

・新庁舎の規模や配置についての協議 

4 平成29年10月24日 
・新庁舎に必要な機能についての協議 

・新庁舎の配置図、平面ゾーニング図についての協議 

5 平成29年11月22日 ・新庁舎配置図及び平面ブロックプランについての協議 

6 平成29年12月21日 
・新庁舎建設基本計画（案）【骨子】についての協議 

・市民説明会の開催についての報告 

7 平成30年 1月25日 ・新庁舎建設基本計画（案）についての協議 

8 平成30年 3月22日 
・新庁舎建設基本計画（案）のパブリック・コメントの報告 

・意見書（別紙）の提出 
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（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月２２日 

 

米沢市長 中 川  勝  様 

 

米沢市新庁舎建設検討市民委員会 

委員長 渡 部 登 一 

 

米沢市新庁舎建設基本計画案取りまとめに当たっての意見 

 

当委員会は、新庁舎建設基本計画の策定等に関し意見を述べるため、昨年７月 

に市長から委嘱を受け、これまで８回にわたり慎重に検討を行ってきました。 

今回、基本計画案を取りまとめるに当たり、今後の事業推進等について下記の 

とおり意見を申し上げます。 

 

記 

 

１ 万一、大規模災害が発生した場合にも防災拠点としてその機能を十分に発 

揮できる施設にするとともに、防災マニュアル等の実効性の確保や定期的な 

訓練の実施などのソフト面の対策についても十分に検討してください。 

なお、免震構造の導入は、委員間で意見が分かれた事項であり、導入した 

考えについて、基本設計を通して市民に対して丁寧に説明されるよう望みま 

す。 

 

２ 市民にとって使いやすく、部署配置等がわかりやすい庁舎となるよう工夫 

を凝らし、市民サービスの向上を図ってください。また、景観等にも配慮し、 

長く市民に愛され、憩いの場所となるよう努力してください。 

 

３ 職員の働きやすさにも配慮し、機能的で効率的な事務を行うことのできる 

施設としてください。 

 

４ 東京オリンピック・パラリンピック等の建設需要増加が見込まれるが、事 

業の目標達成に向け努力してください。 
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５ 設計施工者の選定に当たっては、地元企業の参画など地域振興策について 

配慮してください。 

 

６ 工事期間中は、安全管理を徹底するとともに、来庁者の駐車場確保にも配 

慮し、利便性の低下をできるだけ抑制してください。 

 

７ 当委員会においては、庁舎機能の一部移転による中心市街地の活性化にも 

議論が及びました。中心市街地の活性化は、本市のまちづくりにとって重要 

なテーマであると思われますので、今後もその方策を検討してください。 

 

 

米沢市新庁舎建設検討市民委員会委員（五十音順） 

岡 田   堅 

数 見   等 

加 藤 英 樹 

渋 谷   哲 

平 山 博 志 

三 辻 和 弥 

宮 坂 尚 美 

村 山 紀 子 

吉 野   徹 

渡 部 登 一 
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（２）市議会との協議 

・平成 29 年 5 月 8 日の市政協議会において「庁舎耐震化の基本的な考え方（建替えの方針）」を説

明しました。 

・同年 5 月 29 日の総務文教常任委員会協議会及び 6 月 2 日の市政協議会において、上記の基本的

な考え方に対する協議を行いました。 

・同年 6 月 23 日と 6 月 27 日の予算特別委員会において、関連予算案（基本計画策定支援業務委託

料等）が審議され、賛成多数で原案のとおり可決されました。 

・同年 6 月 29 日の本会議において、関連予算案が賛成多数で原案のとおり可決されました。同時

に、市民意見を十分に反映させる努力を最大限に行うべきとの観点から、①有識者等による市民

委員会の設置、②議会との協議内容の基本計画への反映を求める附帯決議案が提出され、可決さ

れました。 

・平成 29 年 7 月以降の総務文教常任委員会協議会及び市政協議会において、上記（１）の市民委

員会と同内容の協議を行いました。 

 

（３）市民からの意見募集等 

① 市庁舎耐震化事業に関する市民説明会 

・平成 29 年 5 月 19 日～5 月 23 日に計４回開催 

・参加者は合計 67 名 

② 新庁舎の機能に対する市民意見募集 

・平成 29 年 9 月 1 日～10 月 6 日の期間で意見募集 

・101 人の方から 190 件の意見あり 

③ 市庁舎建替えに関するアンケート（来庁者対象） 

・平成 29 年 9 月 28 日～10 月 6 日の 7 日間実施 

・アンケート回答者 69 人のうち庁舎の機能に関する 47 件の意見あり 

④ 基本計画（案）に関する市民説明会 

・平成 30 年 1 月 10 日～1 月 14 日に計５回開催 

・参加者は合計 58 名 
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